
富山県地域リハビリテーション地域包括ケアサポートセンター 

及び富山県地域リハビリテーション協力機関の指定について（報告） 

 

 

高齢者の自立支援・介護予防を推進するため、市町村の介護予防事業等へリハビリテー

ション専門職の派遣等を行う機関として、市町村・病院等の意向調査や富山県地域リハビ

リテーション推進会議（会長：馬瀬県医師会長）における協議を踏まえ、本年 2月 6日（水）

に富山県地域リハビリテーション地域包括ケアサポートセンター9施設、協力機関 48施設

を指定しました。 

 

１ 指定の趣旨 

 平成 29年の介護保険法の改正により、県には広域的な立場からリハビリテーションに関

する専門的な知見を有する者の広域調整等、介護予防を推進する市町村への支援が制度化

されたことなどに的確に対応するため、地域包括ケアサポートセンター等を指定し、介護

予防事業等へのリハビリテーション専門職派遣体制の強化を図るもの 

 

２ 地域包括ケアサポートセンター 

（１） 事業概要 

市町村・地域包括支援センターの求めに応じ、リハビリテーション専門職を地域

ケア会議、介護予防教室等に派遣するとともに、協力機関との連携による広域的な

派遣調整等を行う。 

（２） 指定機関 
圏域 指定機関 

新川 丸川病院（入善町）                   １病院 

富山 かみいち総合病院、アルペンリハビリテーション病院（富山市） 

富山西総合病院、西能みなみ病院（富山市）   ４病院 

高岡 済生会高岡病院、氷見市民病院             ２病院 

砺波 砺波総合病院、南砺市民病院            ２病院 

計                                ９病院 

（３）指定期間 平成 31 年 2月 6日～平成 33 年 3月 31日 

 

３ 協力機関 

（１）事業概要 

地域包括ケアサポートセンターの求めに応じ、リハビリテーション専門職を地域ケ

ア会議、介護予防教室等に派遣する。 

（２）指定機関(詳細は別紙「指定協力機関」) 
圏域 指定機関 

新川 あさひ総合病院など              ５機関 

富山 吉見病院（滑川市）など           ２４機関 

高岡 厚生連高岡病院など            １２機関 

砺波 南砺中央病院など               ７機関 

計                          ４８機関 

（３）指定期間 平成 31 年 2月 6日～平成 33 年 3月 31日 
 

  

【サポートセンター】 
理学療法士や作

業療法士、言語聴

覚士などのリハビ

リ職が相当数配置

され、圏域の市町

村の実情を理解

し、圏域内の関係

機関と地域リハビ

リテーションを効

果的に推進できる

機関 

【協力機関】 

理学療法士、作業

療法士又は言語聴

覚士が複数配置さ

れ、地域の市町村の

実情を理解し、地域

包括ケアサポート

センターと連携し、

地域リハビリテー

ションに協力でき

る機関  
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